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「京都市右京区」への新規出店の中止並びに特別損失発生のお知らせ  

 

当社は、本日開催の取締役会において、「京都市右京区」への新規出店を中止することを決定いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

 

記  
 
１．経緯並びに出店中止決定の理由 

平成18年4月18日付け「新規出店に関するお知らせ」にて開示いたしました、本件新規出店につきま

しては、その後、同店舗の仕様並びに開業時期等を含めた詳細計画について、鋭意検討を進めてまい

りました。 

当初、本件は、京都市における郊外型店舗として開発し、周辺地域も含めた当社ゲストハウス・ウ

エディングに対する需要を取り込むべく計画を進めてまいりました。また、建物仕様に関しましても、

当社としては初となる「和のテイスト」を取り入れ、それに伴う新しい演出、サービスプランを計画

するなど、ゲストハウス・ウエディング業界のパイオニアである当社が、お客様に新たな提案を行う

店舗として開発を行う予定でありました。 

しかしながら、その後の外部環境の変化と法的規制による想定外のコスト増等を総合的に勘案し、

同店舗の採算性が当初計画と比べて十分ではないとの判断に至りました。 

加えて、現在当社は、平成21年春の「名古屋野跡」、平成22年春の「横浜伊勢山」と、大型店舗の

開業を相次いで予定している中、当社の有する資金・人材等の経営資源を、より有効に活かすために、

選択と集中の観点から本計画の中止を決定すべきであると判断いたしました。 

 

２．特別損失の発生 

本件新規出店の中止により、設計業務委託料等の当プロジェクトに要した費用94百万円を平成20年

12月期決算において特別損失として計上する見込みであります。また、上記以外の業績への影響につ

きましては、現在精査中であり、判明し次第お知らせいたします。 

以 上 


